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序 

この序は、非公式の背景のみを提供し、国際 470 級クラス規則は、次のページより始まる。 

国際 470 級は、1963 年にAndre Cornu が設計した乗員 2 名用のワンデザインの競技用ディンギーであ

り、1969 年に国際／承認クラスとして採用され、1976 年に男子・混合乗員用オリンピック・クラス

に、1988 年に女子用オリンピック・クラスになった。 

クラス規則を改定する目的は、高価であったり、耐久性が低かったり、危険であったり、環境面で相

応しくない材料を排除することにある。 

470 の艇体、艇体付加物、リグおよびセールは、計測管理される。 

レース中の装備の使用を規制する規則は、このクラス規則のC 節、ERS 第Ⅰ部およびセーリング競技

規則中に含まれている。 

オーナーと乗員は、計測プロセスではチェックされないが、C 節の規則について遜守義務があること

を覚えておかねばならない。 
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第Ⅰ部‐管理 

A 節‐全般 

A.1 言語 
A.1.1 470 級の公用語は英語とし、解釈上の論争がある場合英文を優先させるものとする。 

A.1.2 英語「shall」は命令（必須事項）であり、英語「may」は許可（任意事項）である。 

A1.3 専門用語「留める（secured）」とは、実用的な手段で決められた位置に保っておくことをい

う意味である。 

A.1.4 専門用語「固定する（fastened）」とは、ボルトまたはネジで決められた位置に保っておくこ

とをいう意味である。 

A.1.5 専門用語「永久（permanent）」とは、単純な工具では移動できないこと、または接着剤また

はリベットで固定されたことをいう意味である。リミット・マークに関しては、破壊なしに

は除去できず、再配置できないことを言う意味である。 

A.1.6 専門用語「変更（alteration）」とは、元の状態からの相当変えることを言う。 

A.1.7 本文中の寸法その他の要件は、図中の同じものに優先する。 

A.1.8 単位はすべてメートル法である。 

A.1.9 寸法はすべてミリメートルである。 

A.1.10 図は、一般的にはトランサムを左に、ステムを右に示し、計測は通常左から右へ行うが、現

実的理由でいくつかの図は傾けてある。 

A.2 略号 
A.2.1 ISAF 国際セーリング連盟 

MNA ISAF 加盟各国協会 

ICA 国際 470 級協会 

NCA 国内 470 級協会 

ERS セーリング装備規則 

RRS セーリング競技規則 

A.3 権限 
A.3.1 クラスの国際機関は、ISAF であり、ISAF はこのクラス規則に関するすべての事項を ICA と

協力しなければならない。 

A.3.2 ISAF、MNA、ICA、NCA、証明機関、オフィシャルメジャラーのいずれも、このクラス規則、

計測の精度に関して法的責任を負わず、またこれらから生ずる要求を受け入れない。 

A.3.3 ここに含まれていることにかかわらず、証明機関は証明書を取り消す権限を有し、ISAF の要

求により取り消さなければならない。 

A.4 クラスの管理 
A.4.1 ISAF は、クラスの管理機能を MNA に委任した。MNA は、このクラス規則で定められた機

能の一部またはすべてをNCA に委任することができる。 
A.4.2 MNA がないか、または MNA がこのクラスの管理しようとしない国では、このクラス規則

で定められた管理機能は、ICA により追行されなければならず、ICA はその機能を NCA に

委任することができる。 



5 

A.5 ISAF 規則 
A.5.1 このクラス規則は、ERS 現行版とともに読まなければならない。 

A.5.2 表題で用いられている場合を除き、用語が「太字体」で示されている場合、ERS 中の定義が

適用され、「斜字体」で示されている場合、RRS 中の定義が適用される。 

A5.3 この規則は、建造仕様設計図と計測書式を補足している。 

A.6 クラス規則の変更 
A.6.1 世界、大陸または地域選手権大会では、ICA と ISAF の同意を得た場合のみ、レース公示と

帆走指示書でクラス規則を変更することができる。 

A.6.2 国内大会では、NCA とMNA の同意を得た場合のみ、レース公示と帆走指示書でクラス規則

を変更することができる。 

A.6.3 クラスの大会では、A.6.1 で規定されている場合を除き、レース公示と帆走指示書によりこの

クラス規則を変更してはならない。 

A.7 クラス規則の改正 
A.7.1 このクラス規則の改正は、ISAF 規定に従って ISAF の承認を受けなければならない。 

A.8 クラス規則の解釈 
A.8.1 クラス規則の解釈は、ISAF 規定に従って行われなければならない。 

A.9 国際クラス納付金と ISAF 建造プラーク 
A.9.1 ライセンスを与えられた艇体建造者は、国際クラス納付金を支払わなければならない。 

A.9.2 ISAF は、艇体に対する国際クラス納付金を受け取った後、ISAF 建造プラークと計測書式を

ライセンスを与えられた艇体建造者へ送付しなければならない。 

A.10 セール番号 
A.10.1 セール番号は、艇が登録される国のMNA により交付されなければならない。MNA は、NCA

へこの役割を委任することができる。 

A.10.2 セール番号は、“1”から始まる連続番号を交付しなければならない。 

A.10.3 ISAF RRS 付則G1.1 (c) に従って、MNA またはNCA は個人セール番号（オーナーが 470 を

帆走している間、正式に所持しているすべての艇に対しオーナーに与えられている番号）を

交付することができ、この番号に対して機関は手数料を上げることができる。この番号は、

計測証明書に示されていなければならず、活動中の艇の現存するセール番号と一致してはな

らない。艇の売却後は、新オーナーはそのセール上に艇の元のセール番号または新オーナー

自身の個人セール番号を用いなければならない。 

A.10.4 競技者は、自身で所有する艇のセール番号を、チャーターした艇でも自身で所有する艇にで

も使用してよい。 

A.11 艇体証明 
A.11.1 オーナー名義の有効な計測証明書がある場合を除き、艇はクラスのレースに参加してはなら

ない。オーナーが国内 470 級協会の現会員、または国内 470 級協会がない場合には、国際 470
級協会の会員である場合のみ、計測証明書は有効である。 

A.11.2 計測証明書には次の情報が記録されるものとする。 
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(a) クラス 

(b) 証明機関 

(c) A.10 に従ってのセール番号（複数もある） 

(d) オーナーの氏名と住所 

(e) 艇体の識別（D.1.4 参照） 

(f) 建造者／製造業者の詳細 

(g) 最初の計測証明書の発行日付 

(h) 計測証明書の発行日付 

(i) 計測員の氏名 

A.12 最初の艇体証明 
A.12.1 以前に計測証明されていない艇体に対し発行される計測証明に関して： 

(a) 装備品の計測証明管理は、オフィシャルメジャラーにより実施されなければならない。 

(b) 計測書式と必要な場合には計測証明納付金は、計測証明機関に送付されなければならな

い。 

(c) 満足のゆくように完成させた計測書式と必要な場合には計測証明納付金の受け取りに

関して、計測証明機関は計測証明書を発行することができる。 

A.13 証明書の有効性 
A.13.1 艇体証明書は次により無効となる： 

(a) A.11.2 に基づき必要とされる艇体計測証明書に記録された項目の変更 

(b) 期限の日付または所有権の変更 

(c) 計測証明機関による取り消し 

(d) 新たな計測証明書の発行 

A.13.2 建造されたときの規則が変更となっている場合には、古い艇体は再計測される必要はない（適

用除外）。 

A.14 艇体再証明 
A.14.1 計測証明機関は、以前に証明された艇体に対して新たな計測証明書を発行することができる。 

(a) 証明書がA.13.1 (a) または (b) に基づき無効となった場合、古い証明書と、必要な場合

には証明納付金の受け取り後。 

(b) 証明書がA.13.1 (c) に基づき無効となった場合、証明機関の裁量にて新たに証明書を発

行することができる。 

(c) その他の場合、最初の艇体証明で必要とされる手順の適用により新たに計測証明書を発

行することができる。 

A.15 計測書式の維持 
A.15.1 計測証明機関は、次のようにしなければならない。 

(a) 現在の証明の基となっている原計測書式を保存する。 

(b) 要求に基づき、艇体が輸出された場合には、計測書式を新たな証明機関に移管する。 
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B 節‐艇の参加資格 

レースに参加する艇は、この節の規則に従っていなければならない。 

B.1 クラス規則と証明 
B.1.1 艇は次でなければならない。 

(a) クラス規則に従っていること。 

(b) 有効な計測艇体証明書を所持していること。 

(c) 必要に応じて有効な計測証明マークがあること。 

B.2 タグ 
B.2.1 選手権大会または主要な大会では、レース委員会はレース前に艇および／またはセールに対

し部分的または完全な再計測を行うことができる。計測したパーツにはタグ（計測員が証明

と日付をつけたステッカー／スタンプ）で印をつけなければならない。以前の大会のタグは

無視される。 

B.3 浮力の確認 
B.3.1 常に艇の水密性を確実にするのはオーナーの責任である。 

B.4 クラス協会のステッカーとラベル 
B.4.1 NCA により求められた場合には、有効なクラス協会ステッカーが、艇体または艇体計測証明

書の見える位置に貼り付けられていなければならない。 

B.4.2 セールには、ICA が交付したセール・ボタン／ステッカーが付けられていなければならない。 
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第Ⅱ部‐要件と制限 

乗員と艇は、レース中、第Ⅱ部中の規則に従っていなければならない。C 節の規則に適合しているこ

との確認は、装備品計測では行われない。 

第Ⅱ部の規則は、クローズド・クラス規則である。これらの確認は、この部で変更している場合を除

き、ERS の現行版に従って実施されなければならない。 

ぎ装品は、付加機能の無いものに限り取付が許される。 

C 節‐レースでの条件 

C.1 全般 
C.1.1 規則 

(a) 次のRRS 2009－2012 の規則を下記に修正して適用するものとする：  

(1) RRS 42.3(ⅰ)の追加 
RRS 42.3(ⅰ) レース海面全域で明らかに平均風速が 8 ノットを超える場合、レース委

員会はRRS 付則P5 に従いパンピング、ロッキング、ウーチングを許可する信号

を発することができる。これはRRS 42.2 (a)、RRS 42.2 (b)、RRS 42.2 (c) を変更し

ている。 
(2) トラピーズ・システムを使用することができる（RRS 49.1 の変更）。 
(3) RRS 43.1(a)の変更についてはC.3.3(a)を、RRS 付則G の変更についてはC.17 を参

照のこと。 
 (b) ERS Ⅰ部‐「装備の使用」を適用する。 

C.2 乗員 
C.2.1 制限 

(a) 乗員は 2 人とする。 
(b) 乗員メンバーは、レース委員会により許可された場合を除き、大会期間中交替しては

ならない。 
(c) トラピーズ・システムは、常に 2 人以上の乗員メンバーが用いてはならない。 

C.3 個人用装備 
C.3.1 必須 

(a) 艇は、それぞれの乗員メンバーに対して最低規格EN 393: 1995（CE 50 N（ニュートン））、

またはUSCG Type III、またはAUS PFD 1 または同等の個人用浮力体を備えていなけれ

ばならない。膨張式ライフ・ジャケットは許されない。 

C3.2 任意 

(a) トラピーズ・ハーネス。重さは、RRS 付則H 現行版に従って測定して、3 kg を超えて

はならない。 
C3.3 合計重量 

(a) RRS 43.1(a)に従い、トラピーズ・ハーネスと膝よりも下に着用する衣類（靴を含む）を

除き、個人用装備の合計重量は、RRS 付則H 現行版に従って測定し、9 kg を超えては

ならない。 
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C.4 広告 
C.4.1 制限 

広告は、「ISAF 広告規定」カテゴリーC に従ってのみ表示するものとする。 

 

C.5 移動可能な装備 
C.5.1 使用するもの 

(a) 任意 

(1) ハンド・ベーラーまたはバケツ 1 個 

(2) コンパス 2 個まで。計時装置を含んでいてよい。電子式の場合には、方向表示、方

向表示メモリー、計時機能のあるコンパスのみ許される。 

(3) 電子式または機械式の計時装置。コンパスを含んでいてよく、移動可能でなければ

ならない。加えて、コンパス機能のある腕時計は許される。C5.1 に記載されたも

のと主催者と ICA により艇に積み込むよう要求されたもの以外の電気式または電

子式装置は、レース中、艇上にあることは許されない。 

C.5.2 使用しないもの 

(a) 任意 

(1) パドル 1 本。 

(2) ブロック、シャックル、ロープなどの予備品。 

(b) 必須 

(1) 長さ最低 10 m、直径 8 mm以上の水に浮くタイプのえい航用ロープ。 

C.6 艇 
C.6.1 重さ 

 最  小 

艇の重さ .............................................................................................................120 kg 

コンパスは含めるが、セール、ヘッド・セール・ラフ・ワイ

ヤーおよび移動可能な装備すべてを除き、乾燥状態の艇で計

測する。 

C.6.2 補正おもり 

(a) 艇の重さが最小未満の場合、補正おもりをマスト・パートナーの下または前方のバル

クヘッドの上部に固定しなければならない。 

(b) この補正おもりの合計重さは、2.0 kg を超えてはならない。 

C.6.3 浮力 

(a) B.3 への適合に関して疑いがある場合には、装備検査員は浮力試験を命じることができ、

その後タンクに著しい漏れがあるかを確認する。浮力が不十分と思われた場合には、

計測証明書は回収され、十分な改善策がとられるまで、返却しないものとする。 

C.6.4  すべてのぎ装品、取り付け部品およびぎ装品のための局部的補強は、それらの本来の目的で

用い、艇の重さを増加させるために使ってはならない 
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C.7 艇体 
C.7.1 改造と整備 

(a) ライセンスを与えられた建造者により供給された艇体シェル、デッキ、バルクヘッドお

よびコックピット・フロアは、このクラス規則により許されている場合を除き、変更

してはならない。 

 

(b) 小補修、塗装、研磨、艶出しのような日常の整備は再計測と再計測証明なしに許され

る。 

(c) 艇体成型物をC.7.1 (b) に記載された方法以外で補修する場合には、オフィシャルメジ

ャラーは、外形が補修前と同じであることと剛性の著しい増加、その他の有利さが補

修の結果として得られなかったことを計測証明書上で検証しなければならない。オフ

ィシャルメジャラーは、計測証明書に補修の詳細も記載しなければならない。 

(d) 厚さ 4 mmを超えない滑り止め材、テープおよび低摩擦材料は、艇体の剛性を変えない

限り、艇につけてよい。 

C.7.2 ぎ装品 

(a) 取り扱い 

(1) 点検ハッチとドレンプラグは、レース中、常に所定の場所に設置されていなければ

ならない。 
(2) 別の規定、またはシステムが任意である場合を除き、コントロール・ライン、シー

トおよびロープの引く向きを変えるのにシャックル、リング、ループまたは艇内の

穴を用いてはならない。 
旧(2)削除 

C.8 艇体付属物 
C.8.1 製造業者 

(a) 製造業者は任意である。 

C.8.2 制限 

(a) 艇体付属物の紛失または補修の範囲を超える損傷があった場合を除き、大会期間中は

センターボード 1 とラダー・ブレード 1 のみを用いなければならない。 

C.9 センターボード 
C.9.1 材質 

センターボードは次の材質 － 木材、合板、ガラス繊維強化ポリエステル樹脂、ガラス繊維

強化エポキシ樹脂および／またはプラスチック・フォーム（マイクロ・バルーンを含む）－ の
一つまたは組み合わせで作られていなければならず、また塗装してもよい。 

C.9.2 ぎ装品 

(a) 任意 

(1) センターボードを揚げ降ろしするためのブロックと組み合わせぎ装品。 

(2) センターボードのピボット周りのブッシュ。 

C.9.3 寸法 

(a) 寸法は、C.9.4 に示すセンターボード計測図に従っていなければならない。 
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(b) センターボードは、全体を通じて最小 20 mm、最大 24 mmの均一な厚さでなければな

らない。ただし、縁は後縁と下縁から 110 mm、前縁から 55 mmまでの範囲は薄くテー

パーさせてもよい。 
(c) 許されている範囲を薄くテーパーさせる場合を除き、厚さは 1 mmを超える変化があっ

てはならない。 
(d) センターボードには、軽量化のための穴を開けてはならない。 

C.9.4 センターボード計測図 

センターボードの輪郭は、図「センターボード計測」に示すとおり、点 A、原点 O、E、G、
線（GH）と（AI）により定義される。 

 
センターボード計測 

(a) 計測点と線の定義 

センターボードは点 A、B、C に接していなければならない。これらの点は、センター

ボードと一体である。 
x 軸と y 軸は、互いに直角をなしている。 
A は原点O から 975 mmの x 軸上の点である。 
B は原点O から 50 mmの x 軸上の点である。 
C は原点O から 50 mmの y 軸上の点である。 
点 F は、y 軸から 100 mmの後縁上の点である。 
点G は、後縁上のセンターボードの最も幅の広い点である。 
点E は、y 軸上の後縁（FG）の延長である。 

点D は、y 軸に沿って計測して、点E から 100 mm の下縁上の点である。点D は、y 軸

から 2 mmを超えてはならない。 
(b) 寸法 

 最  小 最  大 

ピボットの穴の中心から x 軸までの距離 ..................................................85 mm    95 mm 
ピボットの穴の中心から y 軸までの距離 .............................................1 015 mm  1 035 mm 
E から x 軸までの距離 …………………………………………….…..285 mm   305 mm 
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G から後縁（AB）の最も外側の点までの距離 ……………………………………...470 mm 

G から縁（AB）の最も内側の点までの距離 ………………………..450 mm 
G から y 軸までの距離 ………………………………………………...865 mm   945 mm 
縁の直線からの合計偏差（プラス、マイナスまたは両方）： 

x 軸から点A とB の間 …………….…………………………………………………2 mm 
線（CD）から点C とD の間 ………………………………………………………..2 mm 
線（FG）から点F とG の間 ……….………………………………………………..2 mm 

線（AI）は、x 軸上にある。線（GH）は、x 軸に平行である。線（AI）と（GH）の長さは、

任意とする。範囲AGHI の内側のセンターボードの輪郭は、自由であるが、センターボード

のどの部分でもこの範囲の外側にあってはならない。 
センターボードの下部コーナーの形状は、図「センターボード下縁の形状」の陰を付けた範

囲内になければならず、センターボードの底縁のどの部分も点 B、B’、C’、D’、F’、F 間で

形成される多角形の外側にあってはならない。 
点B’は、原点O から 15 mmの x 軸上の点である。 
点C’は、原点O から 15 mmの y 軸上の点である。 
点D’は、点E から 30 mmの y 軸上の点である。 
点 F’は、点E から 30 mmの線（EG）上の点である。 

 
センターボード下縁の形状 

C.9.5 重さ 
 最  小 最  大 
(1) ぎ装品を除く乾燥状態での重さ...........................................................4.5 kg 6.5 kg 
(2) 補正おもりは認められない。 

C.9.6 使用条件 
(a) 引き上げた位置で、センターボードのどの部分も、艇体より下に突き出ていてはなら

ない。 

C.10 ラダー・ブレード、ストックおよびティラー 
C.10.1 材質 

(a) ラダー・ブレードは、次の材質 － 木材、合板、ガラス繊維強化ポリエステル樹脂、

ガラス繊維強化エポキシ樹脂および／またはプラスチック・フォーム（マイクロ・バル

ーンを含む）－の一つまたは組み合わせで作られていなければならず、また塗装しても

よい。 
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(b) 2002 年 3 月 1 日以降に最初の計測証明を受けた艇については、ラダー・ストックとテ

ィラーは、アルミニウム合金および／またはステンレス・スチールから作られていなけ

ればならない。 
(c) ラダー・ストックは、艇体長を延長させる効果の無いものであること。 

C.10.2 ぎ装品 
(b) 任意 

(1) ラダー・ブレードの位置を固定するためにコントロール・ライン（複数）とクリー

ト 2 個を用いてよい。クリート 1 個当たりブロック 1 個は許される。 
(2) ラダー・ブレードのピボット周りのブッシュ。 
(3) １つのアイ・ブラケットを用い、ラダー・ブレードの位置を固定するためのコント

ロール・ライン。 
(4) ティラー・エクステンション。テレスコープ型であってもよく、任意の材料でよい。 

C.10.3 寸法 
(a) 寸法は、C10.4 に示すラダー計測図に従っていなければならない。 
(b) ラダー・ブレードは、全体を通じて最小 20 mm、最大 24 mmの均一な厚さでなければ

ならない。ただし、縁は後縁と下縁から 70 mm、前縁から 55 mmまでの範囲は薄くテ

ーパーさせてもよい。 
(c) 許されている範囲を薄くテーパーさせる場合を除き、ラダー・ブレードの厚さは 1 mm

を超える変化があってはならない。 
C.10.4 ラダー計測図 

ラダー・ブレードの輪郭は、図「ラダー・ボード計測」に示すとおり、点A、原点O、E、G、
線（GH）と（AI）により定義される。 

 
ラダー・ブレード計測 

(b) 計測点と線の定義 
ラダー・ブレードは点A、B、C に接していなければならない。これらの点は、ラダー・

ブレードと一体である。 
x 軸と y 軸は、互いに直角をなしている。 
A は原点O から 643 mmの x 軸上の点である。 
B は原点O から 50 mmの x 軸上の点である。 
C は原点O から 50 mmの y 軸上の点である。 
点 F は、y 軸から 100 mmの後縁上の点である。 
点G は、y 軸から 516 mmの後縁上のである。 

14 

点E は、y 軸上の後縁（FG）の延長である。 
後縁（FG）は、x 軸に平行である。前縁の最も外側の点からの点 G の距離は、y 軸に

沿って計測して、幅（OE）と 2 mm 以内で等しくなければならない。 
 
点 D は、y 軸に沿って計測して、点 E から 100 mm の下縁上の点である。点 D は、y
軸から 2 mmを超えてはならない。 

(b) 寸法 
 最  小 最  大 
ピボットの穴の中心から x 軸までの距離 ................................................93 mm    103 mm 
ピボットの穴の中心から y 軸までの距離 ..............................................743 mm    763 mm 
E から x 軸までの距離 ……………………………………………….240 mm   260 mm 
縁の直線からの合計偏差（プラス、マイナスまたは両方）： 

x 軸から点A とB の間 …………….………………………………………………….2 mm 
線（CD）から点C とD の間 …………………………………………………………2 mm 
線（FG）から点F とG の間 ……….…………………………………………………2 mm 

ラダー・ブレードの幅は、どの点でも 260 mmを超えても、240 mm未満であってもならない。 
線（AI）は、x 軸上にある。線（GH）は、x 軸に平行である。線（AI）と（GH）の長さは、

任意とする。範囲AGHI の内側のラダー・ブレードの輪郭は、自由であるが、ラダー・ブレ

ードのどの部分でもこの範囲の外側にあってはならない。 
ラダー・ブレードの下部コーナーの形状は、図「ラダー・ボード下縁の形状」の陰を付けた

範囲内になければならず、ラダー・ボードの底縁のどの部分も点 B、B’、C’、D’、F’、F 間

で形成される多角形の外側にあってはならない。 
点B’は、原点O から 15 mmの x 軸上の点である。 
点C’は、原点O から 15 mmの y 軸上の点である。 
点D’は、点E から 45 mmの y 軸上の点である。 
点 F’は、点E から 45 mmの線（EG）上の点である。 

 
ラダー・ブレード下縁の形状 

C.10.5 重さ 

 最  小 最  大 

ラダー・ブレード、乾燥状態で、コントロール・ 
ロープのみを含めて ..........................................................................................2.3 kg  

ラダー・ブレードの重さが不足する場合、重量補正は上縁の表面に補正おもりを永久的に

固定することにより行う。 
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C.10.6 ラダー・ブレードの使用条件 

(a) ラダー・ブレードは、完全に下りた位置になければならない。ただし、水深の浅いとこ

ろを帆走するレースでは、帆走指示書にこの規則は適用しないと規定してよい。 

(b) ラダーの組み立て部品 

ラダーは、ラダー・ブレード、ラダー・ストックおよびティラーからなる。ラダー・ブ

レードは、その軸中心に回転できなければならない。ラダーは、艇体から取り外せるよ

うにしなければならない。 

艇体に取り付けたときに、図「ラダー・ピボットの位置」に従って計測して、ラダー・

ブレードのピボットはトランサムの後ろ最大 150 mm に位置し、トランサムの下部コー

ナーより上のピボットの高さは最小 120 mmでなければならない。 

 
ラダー・ピボットの位置 

C.11 リグ 
C.11.1 制限 

(a) 紛失または補修の範囲を超える損傷があった場合を除き、大会期間中マスト 1、ブーム

1 およびスピネーカー・ポール 1 のみを用いなければならない。 

C.11.2 定義 

(a) マストの基点 

マストの基点（MDP）は、ヒールの点とする。別のことを指示する場合を除き、すべ

ての計測はMDP から行う。 

C.11.3 製造業者 

(a) スパーの製造業者は任意である。 

C.12 マスト 
C.12.1 材質 

(a)  マストは、アルミニウム合金でなければならない。C12.2 構造 

(a) スパーには固定したセール・グルーブまたはトラックを含んでいなければならず、こ

れらはスパーと一体であっても、なくてもよい。 
C12.3 ぎ装品 

(a) 必須 
(1) グースネック。 
(2)  キッキング・ストラップ取り付け具。 
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(3)  スピネーカー・ポール取り付け用ぎ装品。 
(4)  取り付け具のついたスピネーカー・ポール引き下ろし用ブロックまたはシーブ・

ボックス。 
(5)  取り付け具のついたスピネーカー・ポール引き上げ用ブロックまたはシーブ・ボ

ックス。 
(6)  C.12.4 に基づく局部補強を行った任意の取付けシステムによる一対の固定または

調整可能な金属製スプレッダー。 
(7)  ジブ・セール・ハリヤード用のブロックまたはシーブ・ボックス。 
(8)  サイドステ－、フォアステ－およびトラピーズ用の取付用品。   
(9)  スピネーカー・ハリヤード用のブロックまたはシーブ・ボックス。 
(10) メイン・セール・ハリヤード用のシーブおよびラック、ロックまたはクリート。 
(11) メイン・セール・ハリヤード・システムを ERS B.9.1(a)に確実に適合させるため

の装置品。 
(12)  永久的に塗装またはテープを貼り付けた対照的な色のリミット・マーク。 

 (b) 任意 
(1) マスト・ヒール用のぎ装品。 
(2) センターボード引き上げブロック用のぎ装品。 
(3) メイン・セール・ハリヤード用のブロックおよび／またはシーブ・ボックス。 
(4) ジブ・セール・ハリヤード用のクリート。 
(5) カニンガム調整用のぎ装品。 
(6)  C.12.4 に基づくマスト・パートナー部の補強。 
(7)  取り外し可能な計時装置。 
(8)  コンパス用取り付けぎ装品。 
(9)  メイン・セールのタックをスパーに取り付けるためのぎ装品。 
(10) スピネーカー・ハリヤードがからまらないようにするためのスプレッダーに取り

付けた装置。 
(11) スピネーカー・ハリヤードを通すためのシーブ、ブロックおよび／またはフェア

リーダーを含んだスピネーカー・クレーン（突き出し装置） 
(12) メイン・セール・ハリヤード用のシーブを含んだマスト・ヘッドのぎ装品。 
(13) 機械式の風向計１つ。 

C.12.4 寸法 
 最  小 最  大 
マストの基点から 3 500 mmの点に荷重をかけ、 
上部の点とヒールから 100 mmを超えない点とで 
水平に支持したときのマスト・スパーのたわみ： 

前後（荷重 25 kg）.............................................................................................................200 mm 
横（荷重 15 kg）…………………………………………………………………..130 mm 
永久曲がり、前後 ………………………………………………………………… 40 mm 

マスト・スパーの断面、MDP と 5 010 mmの間： 
横 …………………………………………………………………..55 mm     75 mm 

マスト・スパーの断面、1 550 mm と 5 010 mmの間： 
前後 ………………………………………………………………….65 mm      75 mm 

この範囲でマストの断面形状および肉厚は、外付けのラ
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フ・グルーブを除き、スパーの長さ方向に沿って一定でな

ければならない。マスト・パートナー、スプレッダーおよ

びマストが 2部分から作られている場合の接続の部分には、

補強は許される。セールを通すための切り取りは、許され

る。 

マスト・リミット・マークの幅 …………………………………………10 mm 
下部の点の高さ ………………………………………………………………………….1 055 mm 
上部の点の高さ（下部の点から）………………………………………………………5 750 mm 

フォアステイの高さ ……………………………………………………4 995 mm    5 025 mm 
トラピーズ・ワイヤーの高さ ………………………………………….4 910 mm    5 110 mm 
スピネーカー・ポールぎ装品： 

高さ ………………………………………………………….     1 240 mm    1 260 mm 
突き出し ………………………………………………………………………………40 mm 

スピネーカー引き上げ高さ …………………………………………………………….5 170 mm 

スピネーカー・ハリヤード突き出し装置、スパーからの距離 …………………………60 mm 
スプレッダーの高さ ……………………………………………………..2 790 mm    2 810 mm 
マストの起点とジブ・ハリヤードの下縁から90°でスパーに投影し 

た位置の間の最低距離……………………………………………….4 870 mm 

ERS H.4.6に記載された状態でのマストの基点から重心までの距離。

計測に含めるリギンのパーツはC.15.2；C.16.2 (a) に基づくもの

である。 

トラピーズ・システムは、ワイヤーとグリップのみを含め 
る。ハリヤードの端は、地面に置いたままにする。………………2 800 mm 

マストの後面とグースネック・ピボットの間の距離 ……………………………………35 mm 

C.12.5 重さ 
マストの重さには、C.15.2；C.15.3 (a) (1)；C.16.2 (a) に基づき規

定されたリギン、C.12.3 に基づき規定されたぎ装品および適

用される場合には永久的に固定されたコンパス・ブラケット

を含めるが、風向指示計、コンパスおよび／または計時装置

は含めない。 
 最  小 最  大 
マストの重さ ................................................................................................  10 kg  
マスト重量補正おもり……………….........................................………         0.3 kg 
重量補正用のおもりは、マストの上部計測点から200mm以上離れないよう、恒久的に固定し

なければならない。 

C.12.6 使用条件 
(a) 取り扱い 

(1) マスト・スパーの前後のベンドは、次の装置のいずれかによりマスト・パートナー

で調整してよい。 
(i) マスト・スパーとマスト・パートナーとの間（マストの前）のくさび。 

(ii) 付属物としてブロック、レバー、グリップ、クリートを使ったロープまたはワ

イヤーによる任意のシステム。これらは全てマスト・パートナー上になければ

ならない。 
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マスト・パートナーの上部にある、任意のシステムである取り付け具のついたロ

ープまたはワイヤー、グリップおよびクリート。 

マスト・スパーが最前方の位置にあるときに、後方へのベンドを調節するシステム

のグリップ、ロープの端、ワイヤーその他の部分は、図「マスト調整グリップ」に

示すとおりマスト・パートナーから 150 mmを超えてはならない。 

 
マスト調節グリップ 

マストが最後方の位置にあるときに、前方へのベンドを調節するグリップは、マス

ト・パートナーから 150 mmを超えてはならない。 

(2) マスト・スパーとマスト・パートナーとの間の横方向の動きを、マスト・パート

ナーに永久的に固定した任意の材料の細長い材料により調整してよい。 

(3) マスト・ヒールの位置は、レース中調整してはならない。 

(4) 張力のかかるフォアステイは完全に金属でなければならず、またマストがマスト・

パートナーから外れるのを防がなければならない。この要件を満たすためには、図

「マスト調整グリップ」に示すとおり、マストが自重で傾き、フォアステイに張力

がかかっているときに、マストの最も広い部分がマスト・パートナーの内側になけ

ればならない。 

 
張力がかかったフォアステイでのマストの傾き 

(5) 調整可能なスプレッダーを使用する場合には、、遠隔調整出来ないものとし、また

レース中に調整してはならない。 

 

C.13 ブーム 
C.13.1 材質 

(a)  ブームは、アルミニウム合金でなければならない。 
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C13.2 構造 
(a) ブームには固定したアルミニウム製セール・グルーブまたはトラックを含んでいなけ

ればならず、これらはスパーと一体であっても、なくてもよい。 
C13.3 ぎ装品 

(a) 必須 
(1) グースネック取り付け具。 
(2)  キッキング・ストラップのぎ装品。 
(3) ブロックおよび／または調整可能なメインシートを取り付けるための取付ぎ装品

のついたメインシートブロック（複数可）。 
(4) メイン・セール・クリュー・アウトホールの取付具または調整システム。 
(5)  C.17.4 (b) (4) への適合を確実にするためのストッパー。 
(6)  永久的に塗装またはテープを貼り付けた対照的な色のリミット・マーク。 

 (b) 任意 
(1) メイン・セールのタックを取り付けるためのぎ装品。 
(2) スパー・エンド用のぎ装品。 
(3) スパーがシュラウドと接触する範囲を、 任意の材料片（最大の長さ/高さ/厚さ = 

100 mm/50 mm/5 mm）で保護してもよい。 
C.13.4 寸法 

 最  小 最  大 
それぞれの端から 100 mmの点の間の中間点に 
グルーブを上にして 80 kg の荷重をかけたときの 
ブーム・スパーのたわみ： 

垂直 ........................................................................................................................................50 mm 
ブーム・スパーの断面 

垂直 ………………………………………………………… ……54 mm    72 mm 
横 ………………………………………………………………….38 mm        

外装または内装のトラックもしくはグルーブを除く 
凸の端の半径 ………………………………………………………5 mm 

スパーの両端から 150 mm以内を除き、ブームの断面は 
一定でなければならない。 

リミット・マークの幅 ………………………………………………….10 mm 
外側の点の距離 ……………………………………………………………………….2 650 mm 

 

C.14 スピネーカー・ポール 
C.14.1 材質 

(a) スピネーカー・ポールは、アルミニウム合金でなければならない。 
C.14.4 ぎ装品 

(a) 任意 
(1) 両端のフック。 
(2) ほぼ中間点にある引き上げ／引き下ろしのための取付具用ぎ装品。 
(3) C.14.4 (a) (1) に記載されているぎ装品の間を結ぶライン。操作を容易にするための

結び目、トグルまたは短いチューブを組み入れてよい。 
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C.14.5 寸法 
  最  大 
スピネーカー・ポールの長さ ……………………………………………………….1 900 mm 

C.12.6 使用条件 
(1) スピネーカー・ポールは、1 本のみを積み込んでよい。 

 

C.15 スタンディング・リギン 
C.15.1 材質 

(a) スタンディング・リギンは、ステンレス・スチール製ワイヤー・ロープでなければな

らない。ロッド・リギンは、禁止される。 
C.15.2 構造 

(a) 必須 
(1) 直径 2.3 mm以上のフォアステイ。 
(2) 直径 2.3 mm以上のシュラウド 2 本。 
(3) トラピーズ・ラインの材質は任意とするが、ワイヤー・ロープを用いる場合は直

径 2.3m 以上とする。各トラピーズ・ワイヤーには、ハンドル、リング、調整具

を備えもてよい。セルフ・タッキング・トラピーズ・システムは、許されない。 
(b) 任意 

(1) ほぼスプレッダーの高さで、トラピーズ・ワイヤーにつけたショックコード（複

数）。 
(2) フォアステイでの張力を保つために、フォアステイとステムヘッドのぎ装品との

間にショックコードを取り付けてよい。 
C.15.3 ぎ装品 

(a) 必須 
(1) フォアステイ取り付けぎ装品。 
(2) 各シュラウドは、調整穴の列のあるプレートを用いてシュラウド・プレートに対

し取り付けられねばならない。その他のシュラウド調整の装置は、許されない。 
C.15.4 使用条件 

(1) シュラウドの有効長さは、レース中、調節してはならない。 

C.16 ランニング・リギン 
C.16.1 材質 

(a) 材質は、チタニウムが禁止されていることを除き、任意である。 
C.16.2 構成 

(a) 必須 
(1) メイン・セール・ハリヤード。 
(2) ヘッド（ジブ）・セール・ハリヤード。 
(3) スピネーカー・ハリヤード。 
(4) スピネーカー・ポールの上げ下ろし用ライン。 

(b) 任意 
(1) メイン・セールのカニンガム・ライン。 
(2) メイン・セールのアウトホール。 
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C.16.3 ぎ装品 

(a) 任意 

(1) ヘッド（ジブ）・セール・シートを通すためのバーバーホーラー用ブロックまたは

アイ（スターボードサイド、ポートサイドにそれぞれ 1 個）。 

(2) スピネーカー・シートまたはガイを通すためのバーバーホーラー（ツイーーカー）

用ブロックまたはアイ1個（スターボードサイド、ポートサイドにそれぞれ1個）。 

C.16.4 使用条件 

(1) セールとシートは、ブロックを用いないで直接手で動かしてもよい。 

C.17 セール 
C.17.1 改造と整備 

(a) 縫う、繕う、つぎあてのような日常の整備は、再計測証明なしに許される。 

C.17.2 制限 

(a) レース中は、メイン・セール 1 枚、ヘッド・セール 1 枚、スピネーカー1 枚を超えて積

み込んではならない。 

(b) 大会中、メイン・セール 1 枚、ヘッド・セール 1 枚、スピネーカー1 枚を超えて使用し

てはならない。ただし、セールが紛失または補修ができないほどの損傷があった場合

を除く。 

C.17.3 識別 

(a) メイン・セールとスピネーカーには、セールの識別として国を示す文字とセール番号を

つけなければならない。セールにつけるセール番号は、A.10 に従って交付された公式

セール番号の下 4 桁と一致しなければならない。国を示す文字とセール番号の大きさと

位置は、RRS G 1.2 および 1.3 に従わなければならない。ただし、このクラス規則中に

別のことを記載している場合を除く。 

C.17.4 メイン・セール 

(a) 識別 

(1) セールの識別は、赤色で塗料その他の耐久性のある材料でしっかりと取り付けられ

ていなければならない。セールの識別は、図「セールの識別の位置」に示されたと

おりで、セールの一方の側の文字が他の側の文字と重ならないように、間を最低

60 mm離して、配置しなければならない。これはRRS G 1.2(a)を変更している。 
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セールの識別の位置 

 
(2) 女子のみの大会に用いるメイン・セールには、上部バテン・ポケットの上で両面に

赤色の菱形（対角線の長さ 最小 240 mm、最大 260 mm）をつけなければならな

い。位置は上部バテンとメイン・セール・ヘッドで形成される三角形のほぼ中央で

あればよい。菱形は他の大会でレースするためにそのままにしてよい。これはRRS 
G 1.1(a)を変更している。 

(3) 乗員の１名がオリンピックまたは世界選手権のチャンピオンである場合、規則

G.3.1 に基づく青の４７０の記章は、同じ寸法の金色の記章としても良い。 
(b) 取り扱い 

(1) セールは、ハリヤードで揚げられなければならない。海上で艇をまっすぐにして

セールの揚げ降ろしができなければならない。 
(2) ラフとフットのボルト・ロープは、スパーのグルーブまたはトラックの中になけ

ればならない。 
(3) バテンは、偶発的紛失の場合を除き、取り付けられていなければならない。 
(4) セールの最も高い点は、マスト・スパーに対し 90° で投影した時に、制限上部の

点を越えてはならず、また、リーチの最後部は、ブームに対して 90° に投影した

時に、ブームの制限外側の点を越えないようにセールをセットしなければならな

い。 
C.17.5 ヘッド（ジブ）・セール 

(a) 取り扱い 
(1) ヘッド・セールは、ハリヤードで揚げ降ろしされなければならない。海上で艇をま

っすぐにしてセールの揚げ降ろしができなければならない。 
(2) 直径 2.3 mm 以上のラフ・ワイヤーを 1 本のみヘッド（ジブ）・セールのラフ・ス

リーブの内側に取り付けなければならない。 
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C.17.6 スピネーカー 
(a) 識別 

(1) 識別は、セール本体と対照的な色でなければならない。 
(2)  国を示す文字はセール番号位置の延長上や平行位置に配置してもよい。これは

RRS G 1.3 を変更している。
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D 節－艇体 
D.1 全般 
D.1.1 規則 

(a) 艇体は、最初の証明の時点で有効なクラス規則と公式図面に従ってなければならない。

ただし、すべてのぎ装品、艇体付属物およびリグは、現行計測証明に従っていなけれ

ばならない。 

(b) 1993 年 3 月 1 日以降に最初の計測証明がされた艇は、艇体は建造仕様図に従って建造

され、そこで示されたされた構成部分からでなければならない。ただし、暫定的な変更

が ISAF により建造者に対して書面で承認された場合を除く。1 つの建造者からのすべ

ての艇は、その建造者により ISAF に提出された同一の詳細仕様で建造されなければな

らない。いかなる変更も実施前に ISAF の承認を得なければならない。そしてその ISAF
の承認は、オリンピックで予定された最初のレースの前６カ月間は与えられない。 

D.1.2 証明 

規則A.12 参照。 

D1.3 定義 

(a) 艇体の基点 

艇体の基点（HDP）は、AMP のベースライン上の投影とする。 

(b) 後部計測点 

後部計測点（AMP）は、トランサムの外面と艇体表面の底面との艇体中心面上の交点

とする。両者とも必要により延長する。 

(c) 前部計測点 

前部計測点（FMP）は、計測参照図に示すとおり、ステム上のシアーの点である。 

(d) 別のことが規定されている場合を除き、すべての計測はベースラインに対し平行で行わ

れなければならない。 

D.1.4 識別 

(a) 艇体には、トランサムとボトムの近くでスターボード側のタンクに永久的に取り付け

た ISAF プラークを付けていなければならない。 

(b) 艇体には、証明書にも記載してある建造者マーク、製造番号およびモールド番号をモ

ールドインするか、永久的に固定された銘板がなければならない。更に、建造者の製造

番号をスターボード側のトランサムの外側にモールドしなければならない。 

D.1.5 建造者 

(a) 艇体は、ISAF のライセンスを与えられた建造者により建造されなければならない。艇

体は、永久的に組み立てられた一隻のボートとして供給されなければならない。 

(b) すべてのモールドは、ISAF により承認されなければならない。 

(c) ライセンスの申請は、MNA を通じて ISAF 宛に行わなければならない。ライセンスに

は、優良な製造標準、クラス規則および図面に従い、諸費用を納付するという保証を必

要とする条項を含めなければならない。ISAF は、ライセンスを与える前に国際 470 協

会に諮問し、ライセンスは、そのような要求が満たされることを保証するような国にの

み、通常は発行されるものとする。ライセンスはオリンピックで予定された最初のレー

スの前６カ月間は与えられない。 
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(d) ISAF の承認なしにモールドおよび／または建造仕様を変更した場合は、建造者のライ

センスは取消される。建造者によって故意になされた、または繰り返されたクラス規則

の違反についても同じ手段がとられるものとする。 
D.1.6 材質 

(a) ぎ装品の裏打ちとしてGRP、木材、合板または金属の局部的補強を加えてもよい。 

D.2 浮力タンク 
D.2.1 構造 

(a) 浮力装備は、サイド・タンクに置いた発泡浮力ブロック 2 個からなり、それぞれ 1 個を

スターボードサイドおよびポートサイドタンクに置かなければならない。最低体積は、

建造仕様に従って、それぞれ最低長さ 1 500 mmで 0.05 m³ とする。 

D.3 組み立てられた艇体 
D.3.1 ぎ装品 

(a) 必須 
次のぎ装品は、別に規定した場合を除き、建造仕様に従って配置しなければならない。 
(1) ステムヘッドのぎ装品。 
(2) シュラウド・プレート。 
(3) メイン・シート・トラックおよび／または金属補強。これらは直線でなければな

らない。 
(4) マスト・ステップ。マスト・ステップは前後調整可能なものであってもよく、マ

スト・ステップまたはモールディングに刻み込んだAMP から 3 055 mmのマーク

がなければならない。マスト。ステップへの追加の寸法は、D.3.2 に規定されてい

る。 
(5) トランサムのラダーを固定するボルト止めのぎ装品 2 個。このぎ装品にはラダー

脱落防止用の装置を含むものとする。 
(b) 任意 

(1) ヘッド（ジブ）・セールとスピネーカーのハリヤードに張力をかけるシステム。 
(2) メイン・シート・システムは、センターシステム、アフターシステム、いずれを

用いてもよい。ぎ装品と調整システムは、任意である。ただし、フープ（ブライ

ダル）を用いる場合には、アルミニウムおよび／またはステンレス・スチール製

でなければならない。 
(3) メイン・セール・カニンガムのブロック、アイ、フェアリーダーおよびクリート。 
(4) キッキング・ストラップ調整具。 
(5) ヘッド（ジブ）・セール・シートのブロック、フェアリーダーおよびクリート。 
(6) ステムヘッドぎ装品上のシャックル、フォアデッキ上に取り付けられたクリート

1 個、クリートの後ろのフェアリーダー1 個および 1 本のロープからなる、ヘッド

（ジブ）・セール・タック調整システム。 
(7) 固定または調整可能なヘッド（ジブ）・セール・シート・フェアリーダーまたはプ

ーリー。トラベラーを用いる場合には、トラック 1 本あたりトラベラー1 式が許

される。ヘッド（ジブ）・セール・フェアリーダーまたはプーリーの調整は、1 方

向（例、前後または内外または上下）のみ遠隔調整してよい。フェアリーダーま

たはプーリーへ追加の調整具は、以前に固定した位置でのみ許される。 
(8) スピネーカー・シートとガイのフェアリーダー、ブロックおよびクリート。 
(9) スピネーカー・シート・バーバー・ホーラーのフェアリーダー、ブロックおよび

クリート。 
(10) スピネーカー・ポール引き上げ／引き下ろしのフェアリーダー、ブロックおよび

クリート。 
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(11) コックピット内に取り付けたフットベルト。 
(12) パドル、スピネーカー・ポールその他の装備を固定するためのぎ装品。 
(13) 合計有効面積 12.5 cm² を超えないセルフ・ベーラー2 個。 
(14) スピネーカー・キャッチャー装置。バウまたガンネルの外縁を越えて 150 mmを

超えて突き出てはならない。 
(15) センターボードの“ガタ”を無くすための任意の材料による小片。 
(16) プーリー、ショックコードおよび／またはロープ並びにクリートからなる任意の

センターボード引き上げシステム。 
(17) トランサムの排水用の穴またはドレイン・ホールを閉じるためのドレンコックそ

の他の装置。この装備・装置は、ラダーを妨害せず、また艇長を延長させる効果

の無いものしなければならない。 
(18) ブッシュを含むセンターボード・ピボット。 
(19) センターボードとセンターボード・ケースとの間の摩擦および／または“ガタ”

を無くすための長さが 300 mmの小片。ただし、センターボードをジャイブさせ

る（風上に対して角度をつける）ための装置をセンターボード・ケース内側に取

り付けてはならない。 
(20) ショックコードやブロック、フェアリーダーを用いたトラピーズ・リターン・シ

ステム。 
(c) ぎ装品は、サイド・タンクに固定した 175 mm × 125 mmを超えないブラケットに取り

付けてよい。 
(d) スピネーカー・シート・キャッチャー、ラダーのぎ装品およびトランサム排水フラップ

の例外を除き、ぎ装品は、ガンネルの外側縁または艇体の側面を越えて突き出ていては

ならない。 
(e) ぎ装品は、艇体表面の延長として役をさせてはならない。 
(f) コントロール・ラインおよび／またはシートは、浮力確保用の仕切りまたはウォーター

ブレークを貫通させてはならない。 
(g) バラストは、積み込んではならない。 
(h) チタニウムが禁止される以外、装品用の材質は任意である。 

D.3.2 寸法 
キール・ラインは、艇体シェルと艇体中心面のトランサムからステムまでの交線としてとる

ものとする。 
断面は、次の位置での垂直横断面としてとるものとする。 

断面 1：艇体の基点から 500 mmにて。 
断面 3：艇体の基点から 1 500 mm にて。 
断面 5：艇体の基点から 2 500 mm にて。 
断面 7：艇体の基点から 3 500 mm にて。 
断面 8：艇体の基点から 4 000 mm にて。 

ベースラインは、次の垂直距離での艇体の中心面上にあるものとする。 
艇体の基点にて：AMP から 230 mm 
断面 8 にて：艇体シェルから 114 mm 

 最  小 最  大 
AMP と FMP との間の艇体の長さ ...........................................................4 690 mm   4 710 mm 
ベースラインから艇体シェルの下側までの垂直距離； 

断面 1 にて ………………………………………………………..174 mm    182 mm 
断面 3 にて ………………………………………………….............92 mm    104 mm 
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断面 5 にて …………………………………………………............54 mm     68 mm 
断面 7 にて …………………………………………………...........72 mm      80 mm 

艇体の基点からシュラウド・プレートの穴の中心までの 

縦の距離 ………………………………………………….........2 770 mm 2 790 mm 

艇体の基点からのステップ・レベルでのセールを通すと 

ころの上から投影した、マストの後縁の前後位置 ………...3 055 mm 3 115 mm 

取り付けた場合、キールソンの上のマスト・ステップの 

支持面 …………………………………………………………………………………..5 mm 

メイン・シート・トラックおよび／または金属製補強は

センターボード・ケースの上部に取り付け、艇体の 

基点から次の距離で据え付けなければならない。……………1 610 mm 1 650 mm 

浮力タンクの点検穴の内径 ………………................................................110 mm    160 mm 

浮力タンクのドレイン・ホールの直径 ………………………………..10 mm     25 mm 

D.3.3 重さ 

 最  小 最  大 

艇体の重さ（建造仕様参照）........................................................................86.0 kg 

D.4 計測図 
注： 

(1) クラス規則のこの部分は、建造仕様図への参考となる。 

(2) ISAF により供給された点プレートのみを艇体計測に用いなければならない。 

D.4.1 艇体の基点 

 
計測参考 

計測では、図「艇体計測」に示すとおり、艇体はベースライン上HDP にて 230 mmの距離と

ステーション 8 にて 114 mm の距離で支える。 
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艇体計測 

艇体の基点からのすべての計測は、ベースラインと平行に行わなければならない。 

キールは次のステーションにて計測される：HDP からそれぞれ 0 mm、500 mm、1 500 mm、

2 500 mm、3 500 mmおよび 4 000 mmに位置するT、1、3、5、7、および 8。 

ステーション 5 はセンターボード・ボックスの中間に対応するので、図「断面 5 計測」に示

すとおり、ベースラインまでの距離は艇体の延長部分に対し計測する。 

 
断面 5 計測 

D.4.2 ステム 

ステムのテンプレートは、計測図に示すとおり、当てなければならない。 
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シアーラインとベースラインの上 420 mm の点との間では、テンプレートは、10mm 未満ま

たは 30 mmを超えて離れてはならない。 

この 420 mmの点より下では、テンプレートは軽く触れるかまたは 15 mmを超えて離れては

ならない。 
D.4.3 艇体を横切って 

トランサムと断面 1、3、5、7 および 8 用のテンプレートは、計測図に示すとおりに当てな

ければならない。 

 
艇体輪郭 

シアーラインにおけるデッキ上部は、テンプレートのシアー・マークの上下 10 mmを超えて

はならない。 

テンプレートは、ガンネルに軽く触れるか、35 mmを超えて離れてはならない。トランサム

では、テンプレートとの距離は計測図に示すとおりに定める。 

ベースラインから 420 mmの点より下では、艇体とテンプレートとの隙間は、トランサムで

5 mmから 15 mm の間、断面 1、3、5、7 および 8 では 3 mmから 17 mmの間でなければな

らない。 

隙間の最大値と最小値の差は、トランサムで 7 mm、その他の断面では 10 mmを超えてはな

らない。 

ベースラインから 420 mmより上では、テンプレートから艇体の表面までの最大距離は、断

面 3 で 26 mm ± 13 mm、断面 5 で 34 mm ± 13 mm、断面 7 で 43 mm ± 13 mmでなければなら

ない。 

断面 8 では、ベースラインから 520 mmより上では、テンプレートから艇体の表面までの最

大距離は 28 mm ± 13 mmでなければならない。 

計測員は、柔軟性のあるバテンで艇体の表面を調べ、形状がなめらかであることを確かめな

ければならない。 

D.4.4 センターボード・ピボット 

HDP からセンターボード・ピポットの中心までの距離は、2 650 mm ± 10mmで、ベースライ

ンより上のその高さは、102 mm ± 10 mmでなければならない。 

ピポット・ピンは、センターボード・ボックスを貫通していて、固定された位置になければ

ならない。 
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センターボード・ピボットの位置 

D.4.5 フォアデッキ 

断面 7 においてフォアデッキの中心は、シアーラインでのデッキの上部から 75 mmを超えて

はならない。 

 
フォアデッキ計測 

フォアデッキ中心線上に置いた直線定規は、どこでもデッキから 5 mm 以上離れてはいけな

い。 

中心線において、ブリークォータの後面は、HDP の前方 3 250 mm ± 30 mmで、シアーで 2 830 
mm ± 30 mmでなければならない。 

D.4.6 サイド・タンク 

艇体から 280 mm 上のサイド・タンクの表面形状は、ステーション 4 でテンプレートにより

計測しなければならない。 

テンプレートは、タンクに軽く触れるか、35 mm以下しか離れていてはならない。 

両タンク間の距離（艇体シェルとの交点）は、トランサム（580 mm）、ステーション 4（830 
mm）、ステーション 6（770 mm）で検証し、その許容誤差は ± 30 mm でなければならない。 
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D.4.7 トランサム 

トランサムの表面は、ベースラインに対して直角でなければならず、水平および垂直方向の

許容誤差は、図「トランサムの誤差」に示される。 

 
トランサムの誤差 

E 節－艇体付属物 

未使用。艇体項目に関するC 節参照。 

 

F 節－リグ 

未使用。リグ項目に関するC 節参照。 

G 節‐セ

G.1 構

G1.1 必

(a

(b

G1.2 任

(a

G.2 全

G2.1 規

(a

G2.2 証

(a

(b

G.2.3 セ

(a

G.3 メ

G3.1 識

(a

(b

セール 

構成 
必須 

a) メイン・セール 

b) ヘッド・セール 

任意 

a) スピネーカー 

全般 

規則 

a) セールは、現行クラ

証明 

a) オフィシャルメジ

ック、スピネーカー

ることにより行われ

b) セールには、クラス

ルとヘッド・セール

／ステッカーをつけ

セールメーカー 

a) セールメーカーは任

メイン・セール 

識別 

a) メイン・セールには

クブルーの 470 エン

b) 470 エンブレムは、

「470 エンブレム」
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け、許容誤差 2 mmで図
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G.3.2 材質 
(a) プライの繊維は、ポリエステルでなければならない。 
(b) バテンは、任意の材質で作られているものとする。 

G.3.3 構造 
(a) 構造は次でなければならない：ソフト・セール、単一プライのセール。 
(b) セール本体は、全体として同じ白色の織られたプライから成っていなければならない。

ただし、フットに隣接したパネルは、異なった織られたプライであってもよい。 
(c) セールには、バテン・ポケット 3 個をリーチに有していなければならない。 
(d) リーチは、次の間の直線の後方に広がってはならない。 

(1) ヘッドの後方点と、リーチと下部バテン・ポケットの上縁との交点。 
(2) リーチとバテン・ポケットの下縁との交点と、リーチと下に隣接したバテン・ポ

ケットの上縁との交点。 
(3) クリューの点と、リーチと一番近いバテン・ポケットの下縁との交点。 

(e) 次のものは許される：縫い目、接着剤、テープ、ボルト・ロープ、コーナー・アイ、固

定されているヘッドボード、カニンガムのアイまたはプーリー、セール本体のプライよ

り薄い織られたプライから作られてもよいバテン・ポケット・パッチ、バテン・ポケ

ットの弾性体、ラフの端にある上部バテン・ポケットのエンド・キャップとリーチの端

にある張力装置、リーチ上のクリート付きリーチ・ライン、単一プライのウィンドウ2

個以下、クリューに固定したブーム・スライド 1 個、テル・テール、セールの形状を

示すストライプ、セールの識別、セールメーカーのラベル、セール・ボタン／ステッカ

ー、計測証明マーク。 
G.3.4 寸法 
 最  小 最  大 

リーチの長さ .............................................................................................................................6 265 mm 
4 分の 1 幅  ................................................................................................................................2 340 mm 

2 分の 1 幅  ................................................................................................................................1 790 mm 

4 分の 3 幅  ................................................................................................................................1 050 mm 

トップの幅  ..................................................................................................................................140 mm 
セール本体のプライの厚さ  ……………………………………… ..0.165 mm 
一次補強  ......................................................................................................................................325 mm 
二次補強： 

 セール・コーナー計測点から ........................................................................................1 000 mm 
 リーチから ………………………………………………………………………….300 mm 
 上部バテン・ポケットの上の範囲  ………………………………………………制限なし 
フットのボルトロープの長さ…………………………………………2200 mm 
プライの縫い目部分を除いたウィンドウ面積の合計…………………………………….0.3 m² 
ウィンドウからセールの縁  .......................................................................150 mm 
ヘッドの点からのヘッドボードの延長 .……………………………………………….140 mm  
バテン・ポケットの内側長さ（中間および一番下のポケット）……………………..800 mm 

バテン・ポケット中心線と隣接する横幅計測点に対するリーチの交線 ….................100 mm 
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ラフにしわを取り除くための十分な張力をかけたときの 

ヘッドの点からラフと一番上のバテン・ポケットの 
中心線との交点まで  ……………………………………………. 1 680 mm 1 780 mm 

G.4 ヘッド（ジブ）・セール 
G.4.1 材質 

(a) プライの繊維は、ポリエステルでなければならない。 
(b) バテンは、任意の材質で作られているものとする。 

G.4.2 構造 
(a) 構造は次でなければならない：ソフト・セール、単一プライのセール。 
(b) セール本体は、全体として同じ白色の織られたプライから成っていなければならない。 
(c) ヘッド・セールには、バテン・ポケット最大 3 個をリーチに有するものとする。 
(d) リーチは、ヘッドの後方点からクリューの点まで直線を越えて広がってはならない。 
(e) 次のものは許される：縫い目、接着剤、テープ、テーブリング、コーナー・アイ、フ

ラッター・パッチ、セール本体のプライより薄い織られたプライから作られてもよい

バテン・ポケット・パッチ、単一プライのウィンドウ 2 個以下、テル・テール、セー

ルの形状を示すストライプ、セールの識別、セールメーカーのラベル、セール・ボタン

／ステッカー、計測証明マーク。 
G.4.3 寸法 

 最  小 最  大 
ラフの長さ …………………………………………………………………………….4 100 mm 
リーチの長さ ………………………………………………………………………….3 750 mm 
フットの長さ ………………………………………………………………………….1 955 mm 
フット・メディアン …………………………………………….……………………3 950 mm 
トップの幅 ………………………………………………………………………………..30 mm 
フット・イレギュラリティ …………………………………….………………………..30 mm 
セール本体のプライの厚さ …………………………………………..0.165 mm 
一次補強 …………………………………………………………………………………275 mm 
二次補強 
 セール・コーナーの計測点から …………………………………………………...750 mm 
 ラフ上のチェイフィング・パッチ１つについて 
 ラフに沿って …………………………………………………………………….300 mm 
 ラフに対し 90º で …………………………………………………………………50 mm 
プライの縫い目部分を除いたウィンドウ面積の合計…………………………………….0.3 m² 
ウィンドウからセールの縁まで ………………………………………150 mm 
バテン・ポケットの内側長さ …………………………………………………………  250 mm 

G.5 スピネーカー 
G.5.1 材質 

(a) プライの繊維は、ポリエステルまたはナイロンでなければならない。 
G.5.2 構造 

(a) 構造は次でなければならない：ソフト・セール、単一プライのセール。 
(b) セール本体は、全体として同じ織られたプライから成っていなければならない。 
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(c) 次のものは、許される：縫い目、接着剤、テープ、コーナー・アイ、テープ・アイ、テ

ル・テール、セールの形状を示すストライプ、セールの識別、セールメーカーのラベル、

セール・ボタン／ステッカー、計測証明マーク。 

G.5.3 寸法 

 最  小 最  大 

リーチの長さ …………………………………………………………………………4 360 mm 

フットの長さ ………………………………………………………………………….3 000 mm 

フット・メディアン ………………………………………………………………….5 100 mm 

対角線の差異 …………………………………………………………………………….50 mm 

上部の幅（ヘッドの点から 200 mm での上部リーチの点） ………………………..350 mm 

2 分の 1 幅 …………………………………………………………………………….3 450 mm 

4 分の 3 幅 …………………………………………………………………………….1 830 mm 

一次補強 …………………………………………………………………………………300 mm 

二次補強 …………………………………….………………………………………….制限なし 

 

 

公式図面 

 

1 建造仕様図 2007 年 

2 線図 1964 年 

3 クラス・エンブレム（原寸） 1992 年 

4 原寸断面図 1964 年 

5 原寸断面図 1964 年 

6 ステムの原寸詳細図 1964 年 
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